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米
軍
嘉
手
納
基
地
周
辺
で
高
濃
度
の
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
（
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
）
が
検
出
さ
れ
た
問
題
に
関
す
る
質
問

主
意
書

沖
縄
県
企
業
局
は
二
〇
一
六
年
一
月
十
八
日
、
米
軍
嘉
手
納
基
地
と
周
辺
の
河
川
や
地
下
水
を
主
な
水
源
と
す
る
北
谷
浄
水

場
で
、
全
国
の
浄
水
場
と
比
較
し
て
高
い
濃
度
の
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
（
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
」
）
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
一
四
年
二
月
か
ら
一
五
年
十
一
月
ま
で
の
間
に
、
一
リ
ッ
ト
ル
あ
た
り
の
浄
水
で
最
大
八
十
ナ
ノ
グ
ラ
ム
、
平
均

三
十
ナ
ノ
グ
ラ
ム
の
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
が
検
出
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
日
本
国
内
の
他
の
浄
水
場
で
は
最
大
三
ナ
ノ
グ
ラ
ム
（
一
一
年

度
厚
生
労
働
省
調
査
）
、
沖
縄
県
内
の
他
の
浄
水
場
で
は
最
大
一
ナ
ノ
グ
ラ
ム
が
検
出
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
嘉
手
納
基

地
内
の
井
戸
群
で
一
八
七
〇
ナ
ノ
グ
ラ
ム
、
同
基
地
内
を
流
れ
る
大
工
廻
川
で
一
三
二
〇
ナ
ノ
グ
ラ
ム
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
「
発
生
源
は
嘉
手
納
基
地
の
可
能
性
が
高
い
」
と
し
て
い
る
。

北
谷
浄
水
場
は
、
北
谷
町
、
沖
縄
市
、
北
中
城
村
、
中
城
村
、
宜
野
湾
市
、
浦
添
市
、
那
覇
市
の
計
七
市
町
村
を
供
給
先
と

す
る
県
内
最
大
規
模
の
浄
水
場
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
は
化
審
法
上
、
難
分
解
、
高
蓄
積
、
人
や
高
次
捕
食
動
物
へ
の
長
期
毒
性

の
お
そ
れ
か
ら
、
国
内
で
の
製
造
・
輸
入
・
使
用
が
原
則
禁
止
さ
れ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
県
民
の

命
と
安
全
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

一



私
は
、
二
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
三
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
）
で
、
沖
縄
県
に
よ
る
基
地
内
へ
の
立
ち

入
り
調
査
と
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
の
使
用
中
止
を
米
側
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
政
府
に
求
め
た
が
、
そ
の
後
、
米
側
か
ら
は
何
の
対
応
策

も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

在
日
米
軍
基
地
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
①
国
内
で
の
使
用
が
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
の
環
境
中

へ
の
漏
出
は
許
さ
れ
な
い
、
②
飲
料
水
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
早
急
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
、
③
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
へ
の
対
応
に

当
た
っ
て
も
、
日
本
環
境
管
理
基
準
（
Ｊ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
）
と
同
様
に
、
適
用
可
能
な
米
国
の
基
準
、
日
本
の
基
準
又
は
国
際
約
束

の
基
準
の
う
ち
最
も
保
護
的
な
も
の
を
採
用
す
る
と
の
基
本
的
な
考
え
方
の
下
に
す
す
め
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
以
上

三
点
に
つ
い
て
の
政
府
の
基
本
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

二

沖
縄
県
企
業
局
は
、
一
月
二
十
一
日
付
で
行
っ
た
要
請
に
対
し
、
米
側
が
き
わ
め
て
不
誠
実
な
回
答
を
示
し
た
こ
と
か

ら
、
二
月
二
十
二
日
付
で
、
再
度
米
軍
に
対
し
、
沖
縄
防
衛
局
を
通
じ
て
、
①
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
の
流
出
源
を
特
定
す
る
た
め
に
、

嘉
手
納
基
地
内
の
河
川
、
排
水
路
等
か
ら
の
サ
ン
プ
ル
採
取
を
認
め
る
こ
と
、
②
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
含
有
の
泡
消
火
剤
の
使
用
の
有

無
と
使
用
頻
度
・
数
量
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
③
航
空
機
や
部
品
等
の
洗
浄
剤
な
ど
、
泡
消
火
剤
以
外
の
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
含
有

二



製
品
の
使
用
の
有
無
と
使
用
し
て
い
る
場
合
の
廃
液
の
処
理
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
④
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
含
有
の
可
能
性
の

あ
る
物
質
が
漏
出
し
た
場
合
の
対
応
策
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
⑤
過
去
の
泡
消
火
剤
の
漏
出
の
際
に
日
本
側
へ
の
通
報
を

行
わ
な
か
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
⑥
沖
縄
県
と
嘉
手
納
基
地
の
担
当
者
レ
ベ
ル
で
継
続
的
に
調
査
・
協
議
を
行

う
連
絡
会
議
の
設
置
を
検
討
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
米
側
か
ら
は
い
ま
だ
に
回
答
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
ち
に

回
答
を
行
う
よ
う
求
め
る
と
と
も
に
、
米
側
の
回
答
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

化
審
法
上
、
航
空
機
や
部
品
等
の
洗
浄
剤
や
作
動
油
へ
の
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
含
有
製
品
の
使
用
は
認
め
ら
れ
て
い
る
か
。

四

分
科
会
で
、
米
側
が
二
月
十
七
日
付
の
回
答
で
「
嘉
手
納
飛
行
場
は
、
水
成
膜
泡
消
火
薬
剤
と
い
っ
た
製
品
に
つ
い
て

は
、
業
界
の
標
準
的
な
慣
行
に
従
っ
て
使
用
し
て
い
ま
す
。
」
と
し
て
い
る
点
を
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
政
府
は
「
業
界
の
標

準
的
な
慣
行
の
内
容
に
つ
い
て
は
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
た
。
米
国
又
は
日
本
、
国

際
約
束
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
基
準
に
基
づ
く
慣
行
を
指
し
て
い
る
か
を
含
め
て
、
確
認
結
果
を
示
さ
れ
た
い
。

五

分
科
会
で
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ョ
ン
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
氏
が
情
報
公
開
で
入
手
し
た
資
料
に
基
づ
き
、
一
五
年
五
月
二

十
三
日
に
、
酒
に
酔
っ
た
米
海
兵
隊
員
が
嘉
手
納
基
地
内
の
消
火
装
置
を
作
動
さ
せ
、
約
四
百
ガ
ロ
ン
の
消
火
剤
を
噴
出
さ

せ
、
基
地
外
に
流
出
さ
せ
る
事
故
を
引
き
起
こ
す
一
方
、
何
の
回
収
措
置
も
と
ら
な
か
っ
た
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
に
対

三



し
、
政
府
は
当
該
流
出
に
関
す
る
米
側
か
ら
の
通
報
は
な
く
、
事
実
関
係
を
照
会
中
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
米
側

の
回
答
結
果
と
政
府
の
認
識
、
今
後
の
対
応
を
示
さ
れ
た
い
。

六

過
去
十
年
間
に
米
側
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
嘉
手
納
基
地
に
お
け
る
泡
消
火
剤
や
燃
料
等
の
漏
出
事
案
の
概
要
（
発
生
年
月

日
、
発
生
原
因
、
漏
出
し
た
品
目
と
量
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
を
含
む
含
有
有
害
物
質
の
種
類
、
基
地
外
へ
の
漏
出
の
有
無
、
回
収
措

置
の
内
容
、
地
元
自
治
体
へ
の
通
報
の
日
時
と
内
容
）
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
当
該
流
出
事
案
に
対
す
る
政
府
の
認
識
を

示
さ
れ
た
い
。

七

一
月
十
八
日
の
沖
縄
県
企
業
局
に
よ
る
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
検
出
の
公
表
を
受
け
た
外
務
省
と
し
て
の
対
応
を
示
さ
れ
た
い
（
米
側

に
要
請
を
行
っ
た
年
月
日
、
日
米
双
方
の
役
職
と
氏
名
、
文
書
の
有
無
を
含
む
要
請
手
段
と
内
容
）
。

八

分
科
会
で
、
今
回
の
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
の
漏
出
が
環
境
補
足
協
定
に
規
定
す
る
「
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
故
」
に
該
当
す
る
か

を
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
外
務
大
臣
は
「
環
境
補
足
協
定
に
あ
り
ま
す
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
故
が
現
に
発
生
し
た
場
合

の
立
ち
入
り
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
米
側
か
ら
の
情
報
提
供
が
端
緒
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
」
「
た
だ
し
、
米
側
か

ら
通
報
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
日
本
側
と
し
て
環
境
汚
染
を
疑
う
場
合
に
は
、
別
途
、
既
存
の
日
米
合
同
委
員
会
合
意

に
従
っ
て
、
米
側
に
、
調
査
要
請
あ
る
い
は
立
ち
入
り
許
可
申
請
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
認
識

四



を
し
て
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
同
協
定
が
き
わ
め
て
実
効
性
を
欠
い
た
取
り
決
め
で
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
日
本
側
と
し
て
環
境
汚
染
を
疑
う
場
合
」
に
も
、
米
側
に
調
査
や
立
ち
入
り
を
申
請
で

き
る
仕
組
み
と
し
な
か
っ
た
理
由
と
今
後
の
政
府
の
対
応
を
示
さ
れ
た
い
。

九

環
境
問
題
の
調
査
団
体
「T

he
Inform

ed−Public
Project

（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
」

（
河
村
雅
美
代
表
）
は
、
沖
縄
防
衛
局
が
沖
縄
県
企
業
局
の
米
軍
宛
要
請
文
を
ず
さ
ん
な
英
訳
で
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当

該
英
訳
文
を
沖
縄
県
に
は
示
さ
ず
、
ま
た
、
沖
縄
防
衛
局
が
二
月
二
十
二
日
付
で
米
軍
に
対
し
て
提
出
し
た
要
請
文
に
つ
い

て
も
沖
縄
県
に
示
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
一
六
年
四
月
八
日
、
九
日
付
で
沖
縄
タ
イ
ム
ス
、
琉
球

新
報
が
報
道
）
が
、
こ
れ
ら
の
指
摘
に
つ
い
て
の
事
実
関
係
（
防
衛
局
内
で
の
翻
訳
作
業
の
具
体
的
手
段
と
担
当
部
署
・
人

員
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
有
無
を
含
む
）
と
政
府
の
認
識
、
今
後
の
対
応
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


